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北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器 

設置補助金申請の手引き 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

北広島市役所 市民環境部環境課 

TEL：011-372-3311（内線 4122） 

FAX：011-372-6188

北広島市では、北広島市環境基本計画に基づき、地球温暖化対策の一環として、北広島

市内に住宅を持つ市民に対して太陽光発電システム・定置用蓄電池・ペレットストーブの

設置に要する費用の一部を予算の範囲内で補助し、普及を図ります。 
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１．補助の対象となる再エネ及び省エネ機器 
この補助金の対象となる「再エネ及び省エネ機器」（以下「対象機器」という。）は、次に掲げる設備

です。対象機器の要件及び補助対象費用は、次に定めるとおりとなります。 

 

 対象機器 補助対象となる経費 対象機器の要件 

（1） 太陽光発電システム 

・太陽電池モジュール 

・架台 

・インバータ 

・保護装置 

・接続箱 

・直流側開閉器 

・交流側開閉器 

・配線及び配線器具 

・発生電力量計 

① 低圧配電線に逆潮流有で連携し

ていること。 

② 次に掲げる値のいずれか小さい

値が 10kW 未満であること。 

・太陽電池モジュールの公称最大

出力合計値 

・パワーコンディショナーの定格

出力合計値 

③ 日本工業規格等で認められてい

ること。 

④ 未使用品であること。 

（2） 定置用蓄電池 蓄電池本体の購入費用 

① 常時、太陽光発電システムと接

続し、発電する電力を充放電でき

るリチウムイオン蓄電池を使用し

たもの 

② 蓄電池容量の合計が 2kWh 以上

であること。 

③ メーカー指定の環境条件に設置

すること。 

④ 未使用品であること。 

（3） ペレットストーブ 
ペレットストーブ本体の購入費

用 

① 木質ペレット(端材、間伐材等の

木材を粉砕した木粉を円筒状に固

めたものをいう。)を燃料として使

用する設計である暖房機(暖房用

ボイラーを含む。)であること。 

② 木質ペレット以外の燃料は使用

しないこと。 

③ 薪を燃料として利用できない構

造であること。 

④ 未使用品であること。 

※（1）～（3）の同時申請も可能です。 

 

 

２．補助の対象となる方 

次の（1）～（2）のうち、いずれかに該当する方が、補助金の交付を受けることができます。 

※「対象外となる方」に該当する場合を除きます。 

 

（１） 自ら居住している、又は居住しようとする市内の住宅（店舗等を併用した住宅を含む）に、新

たに対象機器を設置する方。 

 

（２） 自ら居住するため、新たに対象機器が設置された新築一戸建て住宅を購入する方。 
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3．補助金の交付額 

補助金の交付額は、次に掲げるとおりとなります。 

 

（1）太陽光発電システム 

発電システム 1ｋＷあたり 10,000 円 上限は 30,000 円 

1ｋＷの金額に、発電システムを構成する太陽電池の最大出力値を乗じます。 

10,000 円×（発電システムを構成する太陽電池の最大出力値）   

 （2）定置用蓄電池   

 50,000 円 

（3）ペレットストーブ  

50,000 円  

 

4．申込書の受付期間 

下記の期間において、補助金交付の申込を受け付けいたします。 

【令和 7 年 4 月 1 日（火）～ 令和 7 年７月 31 日（木）】 

平日の午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで 

補助予定件数 

・太陽光発電システム       既設 10 件程度 新築数件 

・定置用蓄電池          既設 10 件程度  新築数件 

・ペレットストーブ        数件 

 

（申込件数が予算に達しなかった場合は、先着順で募集する場合があります。） 

※申込を行った者が多数の時は、抽選で決定します。 

※郵送での申込も可能です。 

 

5．申込の方法 

「北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金申込書（別記第 1 号様式）」

に必要事項を記入及び添付して市役所環境衛生課の窓口に 1 部提出してください。 

 なお、受付期間までに必要書類が足りない等の不備がある場合、申込の受付はできない場合がござ

います。 

【添付書類】 

（1）工事の見積書（内訳書を添付すること。）（写し可） 

（2）仕様書・カタログ等（写し可） 

（3）工事着工前の写真 

（4）蓄電池のみの申込の場合は太陽光発電システムの設置がわかるもの 

※太陽光発電システムと接続しない蓄電池は対象外です。 

 

 

次に当てはまる方は、補助の対象になりませんのでご注意ください。 
・ 令和 7 年 3 月 31 日以前に着工（建売住宅購入の場合は受渡）している方 

・ 住宅を借りている方で、当該建物の所有者の承諾が得られない方 

・ 令和８年 3 月１3 日までに対象機器を設置し、『補助金交付申請書兼報告書（別記第 5 号様式）』

を提出できない方 

・ 補助金申請日時点において、市町村税の滞納がある方 
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6．交付の決定 

令和 7 年 8 月 21 日（木）に実施する抽選により決定し、申込者全員に選定の結果を通知します。 

また、交付が決定した者には、「補助受領予定者決定通知書（別記第 2 号様式）」を送付いたします。 

 

7．申込内容の変更等 

補助金の申込内容に変更がある場合や、対象機器の設置工事を中止する場合は、以下の書類を提出 

してください。 

○申込内容の変更（申込書に記載した内容を変更するとき等）  

⇒ 事前に、『変更承認申請書（別記第 3 号様式）』を提出してください。 

○設置工事の中止（対象機器の設置、又は対象機器が設置された建売住宅の購入を中止するとき）  

⇒ 早急に、『中止承認申請書（別記第 4 号様式）』を提出してください。 

 

    

 

9．補助金交付申請書兼報告書の提出 

  補助金受領予定者は、次の提出期限までに「補助金交付申請書兼報告書（別記第 5 号様式）」を提 

出してください。 

（1）8 月 21 日の抽選日以前に対象機器を設置した場合 

  ・「当選後 30 日以内」までに提出 

（2）8 月 21 日の抽選日より後に対象機器を設置した場合 

  ・「機器設置後 30 日以内又は令和 8 年 3 月 13 日」のいずれか早い日までに提出 

【添付書類】 

（1）工事請負契約書、建売住宅売買契約書、対象機器売買契約書の写し又はこれに類する書類の写し 

（原則として、工事請負契約にあっては、工事着工日・完了日、売買契約書にあっては、建売住宅引

き渡し日、対象機器売買契約書にあっては、引き渡し日が明記されていること。） 

（２）対象機器設置後の日付入り現状カラー写真 

（３）対象機器を設置する住宅の位置図 

（４）市税納税証明書 

（申請者本人のもので、「証明日現在、北広島市税を滞納（未納）していない」と表記されているもの） 

（５）発行後３か月以内の申請者の住民票 

（３か月以内に転居してきたものについては、現住所の住民票） 

（６）住宅を借りている場合には、建物所有者の承諾書と、当該所有者が建物を所有していることを証

明する書類（登記簿謄本）※申請者と建物所有者が異なる（共有含む）場合は、建物所有者の設置

同意書が必要になります。詳しくは市環境衛生課までお問合せください。 

（７）対象機器販売業者等に申請手続き等を依頼する場合は委任状 

（８）補助対象機器の保証書の写し 

（９）対象機器設置費用の領収書の写し又は工事金額証明書 

（10）系統連系に係る契約のご案内の写し（太陽光発電システムに限る） 

（11）その他市長が必要と認める場合 

 

10．補助金額の確定と請求書の提出 

申請書と添付書類を審査した後、不備等がなければ『補助金交付額確定通知書（別記第 6 号様式）』

を送付します。 

申請者は、確定通知書（別記第 6 号様式）が届きましたら『補助金交付請求書（別記第 7 号様

式）』に金額等を記入し、環境衛生課に提出してください。 
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11．補助金の支払い 

補助金交付請求書の内容を市で確認した後、申請者が指定した金融機関の口座（本人名義）に補

助金を振込みます。（請求書を提出後、２週間～3 週間かかります。） 

 

12．対応機器の設置後 

補助金の交付を受けて設置した機器は、法定耐用年数の期間、適切に使用・管理してください。

やむを得ない理由で処分を行う場合には、環境衛生課にご相談ください。 

 

13．申請書等の入手方法 

申請書は、市役所環境衛生課で配布しています。また、市のホームページからもダウンロードで

きます。 

 

 

 

 

・複数の見積もりを取り、納得できる事業者と契約しましょう 

・対象機器について自分でも情報収集しましょう 

 各家庭において、適している対象機器があります。 

・トラブルにあったら、消費生活センターなどに相談しましょう！ 

北海道立消費生活センター            ０５０－７５０５－０９９９ 

北広島市消費生活相談室（北広島市役所内） ３７２－３３１１（代表） 
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受理 

 

補助申請 フロー図 

  申請者 （本人・手続代行者）        北広島市役所 環境衛生課 

 

住宅用再生可能エネルギー及び 

省エネルギー機器設置 補助金申込書 

（第１号様式）の提出                   抽  選 

   ※添付書類を添えて提出              （抽選日 令和 7 年８月 21 日） 

 

※申込期限 

  令和 7 年 4 月 1 日～令和 7 年 7 月 31 日 

 

補助受領予定者決定通知（第２号様式） 

                        の送付 

       

 

補助金交付申請書兼報告書  

  （第 5 号様式）の提出                   受  理 

・8 月 21 日の抽選日以前に機器を 

設置した場合 

⇒「当選後 30 日以内」までに提出 

・8 月 21 日の抽選日以降に機器を 

設置した場合 

⇒「当選後 30 日以内」、又は 

「令和８年 3 月 13 日」の 

いずれか早い日までに提出 

※添付書類を添えて提出 

 

       

       受理               補助金交付額確定通知（第６号様式） 

                        の送付 

 

 

 

 補助金交付請求書（第７号様式）              請求書の受領 

 の提出 

 

 

 

     補助金の受領                  補助金の支払い 

 

申請書類の提出は郵送でも可能です。 
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別記第 1号様式(第 4条関係) 

 
住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金 申込書  

 
        

 

 １．申込（設置）者 氏名・住所  

 氏 名
（ふりがな）

  北
きた

広島
ひろしま

 花子
は な こ

  

 現在、居住されている住所  北広島市○○町○丁目○○－○  

 機器設置場所  同上  

 連絡先 ○○○－○○○－○○○○  

 ２．設置（予定含む）機器について、いずれかに○印で囲んで下さい。  

 

 

（１）太陽光発電システム 

 

  （ア）太陽電池モジュールの公称最大出力合計値            ○○kw 

 

  （イ）パワーコンディショナーの定格出力合計値            ○○kw 

 

（２）定置用蓄電池 

 

（３）ペレットストーブ 

 

 

 ３．機器取得（工事完了）予定時期について、記載してください。  

 令和○年○月 設置済み・設置予定（※いずれかに○印で囲んで下さい。）  

 
        

  

 ４．設置（した）される住宅について、いずれかに○印  

 
 新築・ 既築 ・ 改築 ・ リフォーム 

 

 ５. 設置（予定含む）費用      ○○○,○○○   円（税込）  

 
※太陽光発電システムについては、設置費用に、設置機器の本体の購入に要する費用のほか、設置

に要する費用などが含まれます。 

 

６．添付書類（チェック欄に✔を入れ、必要添付書類を確認してください。） 
□ 工事の見積書  □ 仕様書・カタログ等  □ 工事着工前の写真 
□ 太陽光発電システムの設置がわかる書類（蓄電池のみ申請する場合） 

 

  

                  

記入例 
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別記第 5号様式(第 8条関係) 

補助金交付申請書兼報告書 
提出日：令和○○年 ○月○○日 

北広島市長 様             
申請者  住所：   北広島市○○町○丁目○○－○  . 

                        氏名
フリガナ

：   北
きた

広島
ひろしま

 花子
は な こ

        . 

                      電話番号：   ○○○－○○○－○○○○    . 
北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金の交付を受けたいので、下記のと

おり申請します。 
 

記 

1 対象システム設置場所 北広島市○○町○丁目○○－○                      

2 工事日程 着工 令和○○年○月○○日 完了令和○○年○月○○日 

3 申請機器情報 裏面に記載 

4 補助金交付申請額 ○○○，○○○円 

5 紛争の予防及び自主解決 
☑補助対象機器の設置に伴う騒音、振動、悪臭等に係る近隣住民との紛争が生じ 
ないよう努めます。また紛争が生じた場合には誠意を持って対応することを 
誓います。 

6 工事施工事業者（または建売住宅供給事業者） 

会社名 ㈱○○○○○ 

住所 ○○市○○○○ 電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 

▼手続き代行の場合記入してください。 

代表者名・代表者印    代表取締役 ○○ ○○                   

担当者名・連絡先 ○○ ○○        （電話番号○○○-○○○-○○○○） 
 

7 添付書類（チェック欄に✓を入れ、必要添付書類を確認してください。） 

☑ 
工事請負契約書、建売住宅売買契約書、補助対象

機器の売買契約書又はこれに類する書類の写し 
☑ 

住宅を借りている方は、建物所有者の承諾書及び当該所有者

が建物を所有していることを証明する書類（登記簿謄本） 

☑ 補助対象機器の設置後の写真 ☑ 申請者本人の市町村税納税証明書 

☑ 補助対象機器を設置する住宅の位置図 ☑ 申請者本人の住民票（発行後 3 カ月以内のもの） 

□ 
補助対象機器の設置に係る領収書の写し又は工事

金額証明書（内訳書を添付すること） 
☑ 機器販売業者等に申請手続き等を依頼する場合は委任状 

☑ 補助対象機器の保証書の写し □ その他市長が必要と認める書類 

□ 
系統連系に係る契約のご案内の写し 

（太陽光発電システムに限る） 
  

 

記入例 
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（裏面） 

○申請機器情報 

 （設置した又は設置する設備に☑を記入すること） 

 

□ 太陽光発電システム 

メーカー 
 

型式 
 

太陽電池モジュールの

公称最大出力合計値 
                                        kw 

 

パワーコンディショナ

ーの定格出力合計値 
                                               kw 

 

 

□ 定置用蓄電池 

メーカー 
 

型式 
                         

容量                         Kwh 

 

 

 

□ ペレットストーブ 

メーカー 
 

型式 
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別記第 7号様式(第 10 条関係) 

補助金交付請求書 

   令和○○年 ○月○○日 
北広島市長 様 

請 求 者  住 所：                   . 

     氏 名：                  印 . 

     電話番号：                   . 

 北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金交付に関する事務取扱要領第

10 条により、下記のとおり請求します。 

記 

1 交付請求額 ○○，○○○円 ※ 『補助金交付額確定通知書（別記第 6 号様式）』に記載され

た金額を記入してください。 

 

2 振込先 

金融機関名 ○ ○ ○ 銀 行           
 

本・支 店 名 ○ ○ 支 店            
 

預 金 種 目  ■普 通      □ 当 座 
 

口座名義人 
(カタカナ) 

キ タ ヒ ロ シ マ  ハ ナ コ      
 

口 座 番 号  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
※ ゆうちょ銀行への振込みを希望される方は、郵便局

の窓口等で振込用の口座番号をご確認ください。 
 

 
3 注意事項 

※ 請求者氏名と口座名義人は同一になります。 
※ 金額の訂正はできません。金額以外を訂正する場合は、訂正印を押してください。 

 

これより下の欄へは記入しないでください。 

北広島指令第  号  交付決定番号  番 

捨印 

記入例 

㊞ 

㊞ 

北広島市○○町○丁目○○－○ 

北
きた

広島
ひろしま

 花子
は な こ

 

011-○○○-○○○○ 



 
 

 


